
■愛南町企業立地促進条例

● お問い合せ先 ●

愛南町役場 商工観光課
〒798-4196 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地

TEL0895-72-7315　FAX0895-72-1214
http://www.town.ainan.ehime.jp/

区　　分

企業立地促進奨励措置

指　定　要　件 奨励措置内容

　企業の立地に伴い、新規雇用従
業員を5人（中小企業者にあって
は2人）以上、かつ、当該事業所の
投下固定資産総額が1億円（中小
企業者にあっては2,000万円）以
上であるとき。

　新たに固定資産税が課せられる
こととなった年度以降の当該固定
資産税を減免する。ただし、実施期
間は5年以内、総額2億円を限度と
する。

企業留置奨励措置

　企業立地促進奨励措置の指定
事業者が、その指定を受けるため
に町内に事業所を新設した日か
ら起算して6年以上町内での事業
を継続したとき。

　企業立地促進奨励措置（製造業
に限る）の終了後、固定資産税が
課せられた年度以降の当該固定
資産税の2分の1以内を減免する。
ただし、実施期間は5年以内、総額
2億円を限度とする。

雇用促進奨励措置

　企業立地促進奨励措置及び企
業留置奨励措置の指定事業者
が、企業の立地に伴い新規雇用従
業員を引き続き1年以上雇用した
とき。

　新規雇用従業員6人目（中小企
業者にあっては3人目）から1人に
つき50万円以内の額とし、実施期
間は5年間、総額5,000万円を限度
とする。

情報通信関連企業
奨励措置

　情報通信関連企業が企業の立
地に伴い、貸しビル等に事業所を
開設し、新規雇用従業員の数が10
人以上、かつ、引き続き1年以上雇
用したとき。

（1）貸しビル等の賃借料に3分の1
を乗じて得た額以内とし実施期間
は3年間、300万円を限度とする。
（2）新規雇用従業員1人につき50
万円以内の額とし、実施期間は3年
間、1,500万円を限度とする。ただ
し、2年目以降は、純増員に限る。

新規事業促進奨励措置

　企業立地促進奨励措置の指定
事業者が、新たな事業展開に伴う
増設又は移転に伴い、新規雇用従
業員を5人（中小企業者にあって
は2人）以上、かつ、当該事業所の
投下固定資産総額が1億円（中小
企業者にあっては2,000万円）以
上であるとき。

　新たな事業展開による増設又は
移転に伴い固定資産税が課せら
れることとなった年度以降の当該
固定資産税の2分の1以内を減免
する。ただし、実施期間は5年以内、
総額1億円を限度とする。

愛南町における企業（製造業、情報通信業、運輸業、卸売業・宿泊業）の立地（新設、増設、移転）を促進する
ための支援

（町花：アケボノツツジ）

平成26年４月１日施行
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愛南町の人口
 

世帯数 ： 10,715世帯 
平成27年3月末現在  

面積：239.64㎢
人口計：23,507人
男：11,049人
女：12,458人

愛南町の人口
 

世帯数 ： 10,715世帯 
平成27年3月1日現在  

面積：239.64㎢
人口計：23,507人
男：11,049人
女：12,458人
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■愛南町における有効求人倍率の推移■愛南町における有効求人倍率の推移 （人）（人）

求職者数
求 人 数
求人倍率

１月
197
99
50％

６月
231
74
32%

12月
195
65
33％

１月
207
70
34%

６月
237
68
29%

12月
171
77
45％

区　　分
平成25年 平成26年

（資料提供：ハローワーク宇和島）（資料提供：ハローワーク宇和島）

■人　口■人　口 （人・世帯・％）（人・世帯・％）

（国勢調査数値）（国勢調査数値）

区　　分 年　　　齢　　　層　　　別
０～14歳

3,434
2,690

12.4
11.2

15,373
13,297

59.4
55.3

7,829
8,074

28.2
33.5

26,636
24,061

10,238
  9,837

15～64歳 65歳以上 計
世　帯　数

平成17年
平成22年

■産業別就業者数■産業別就業者数 （人・％）（人・％）

■産業別事業所数・従業者数（平成21年）■産業別事業所数・従業者数（平成21年） （所・人）（所・人）

（国勢調査数値）（国勢調査数値）

（平成21年経済センサス数値）（平成21年経済センサス数値）

区　　分 内　　　　　　　訳
第１次産業

2,529
2,165

21.7
21.2

1,981
1,426

17.0
13.9

7,159
6,601

61.3
64.5 36 0.4

11,669
10,228

第２次産業 第３次産業 分類不能の産業 計
平成17年
平成22年

■財政の状況■財政の状況 （千円）（千円）

区　　分 普 通 会 計 決 算 額
歳入総額
16,731,578
15,732,495

16,123,902
14,902,725

607,676
829,770

0.23
0.23

歳出総額 差引額 財政力指数

平成24年度
平成25年度

区　分
事業所数
従業者数

建設業
127
724

製造業
80
643

電気ガス等
2
14

運輸・通信
36
346

卸売・小売業
421
1,835

金融・保険
19
130

不動産
67
98

サービス業
699
3,846

公　務
21
248

計
1,472
7,884■立地可能な工場跡地一覧■立地可能な工業用地位置図

全体面積
立地可能面積

〔平成27年3月末現在〕

21,262㎡
3,913㎡

全体面積
立地可能面積

応談 応談

10,388㎡
6,856㎡

道路：津島岩松 IC まで　33 ㎞　　 
鉄道：JR 宇和島駅まで　 40 ㎞ 
港湾：御荘港まで　　　  10 ㎞
　　　宿毛港湾まで　　  18 ㎞ 
空港：松山空港ま　　　140 ㎞ 

道路：津島岩松 IC まで　36 ㎞　　 
鉄道：JR 宇和島駅まで　 43 ㎞ 
港湾：御荘港まで　　　  13 ㎞
　　　宿毛港湾まで　　  15 ㎞ 
空港：松山空港まで　　143 ㎞　 

■愛南町中川地区町有地

■活用用途募集廃校施設一覧■活用用途募集廃校施設一覧

魚神山小学校

旧学校名
所　在　地
立地条件
（交通手段）

用途
地域

土地
面積
（㎡）

構　造
竣工年
施設区分

貸与・譲渡条件等 備　考

１

番
号

愛南町魚神山202

指定なし 6,896

鉄筋コンクリート

H10

校舎

－

1,238 

2 

－ 

２ 

建築面積（㎡）
延床面積（㎡）
階数

・耐震性有り

担当窓口：愛南町教育委員会学校教育課施設係 TEL0895-72-1113　http://www.town.ainan.ehime.jp/担当窓口：愛南町教育委員会学校教育課施設係 TEL0895-72-1113　http://www.town.ainan.ehime.jp/

・地域の理解を得られること
・地域活性化に繋がる提案であること
・公序良俗に反しないもの及び非宗教的なものであること
・詳細は要相談

国道56号線由良半島入口から
県道網代・鳥越線を車で約30分

中浦小学校2

愛南町中浦1576番地

指定なし 5,670

鉄筋コンクリート

S39・S56

校舎・体育館

1,208
995

－ 

2,715
881

・体育館も
 活用可能
・耐震性なし

国道56号線愛南町市街地より
県道猿鳴・平城線を車で約20分

赤水小学校3

愛南町赤水581番地

指定なし 4,007

鉄筋コンクリート

S40

校舎

－

1,227

3 

3 

・耐震性なし国道56号線愛南町市街地より
県道猿鳴・平城線を車で約10分

西海中学校4

愛南町船越1番地

指定なし 6,354

鉄筋コンクリート

S58

校舎・体育館

・体育館も
 活用可能
・耐震性有り

・災害時には避難収容施設となるため、町の防災対策に
  協力できること
・地域の理解を得られること
・地域活性化に繋がる提案であること
・公序良俗に反しないもの及び非宗教的なものであること
・詳細は要相談

国道56号線愛南町市街地より
県道西海道路を車で約15分

菊川小学校5

愛南町菊川1157番地

指定なし 7,013

鉄骨

S58

校舎

－

1,270 

3 

・耐震性有り国道56号線愛南町市街地より
車で約10分

〔平成27年3月現在〕〔平成27年3月現在〕募集内容：アイデア募集

愛南町への誘い
　愛南町は、平成16年10月1日に南宇和郡5町村（内海村、御荘町、城辺町、一本松町、西海町）の合併により誕生し、町の将来像であ
る「ともにあゆみ育て創造するまち」を掲げ、その実現に向け、着実な歩みを進めています。
　本町の地勢は、愛媛の最南端に位置し、南は黒潮踊る太平洋を望み、西は豊後水道に面し、リアス式海岸である海岸線は、「足摺
宇和海国立公園」に指定されるなど、里山の豊かな自然に囲まれた風光明媚な地域です。そんな自然環境を活かして、鯛やブリな
どの養殖業も盛んに行われています。
　現在、豊かな自然環境に育まれた農水産物等の地域資源を活かし、「食」による観光イベントの実施など、交流人口の増大をめ
ざした各種施策を実施しています。また、企業誘致におきましても、税制の優遇等の支援措置を設けるなど、企業立地に向けた積
極的なPRに努めておりますので、美しい自然景観と鮮度抜群の農林水産物、お接待の精神が宿る愛南町に対し、より多くの方に
関心を持っていただきますようお願い申し上げます。

所 　 　 在 　 　 地
事 　 業 　 主 　 体
用 地 の 現 状

価 　 　 　 　 　 格

地方自治体の優遇措置

地域開発関係法による指定

交　　　　　　　　通

用 　 地 　 面 　 積

■愛南町増田地区町有地
所 　 　 在 　 　 地
事 　 業 　 主 　 体
用 地 の 現 状

用 　 途 　 指 　 定 用 　 途 　 指 　 定

価 　 　 　 　 　 格

地方自治体の優遇措置

交　　　　　　　　通

用 　 地 　 面 　 積

愛南町 愛南町
地目　山林 地目　宅地
なし なし

なし なし地域開発関係法による指定

愛南町企業立地促進条例
担　　　当　　　課 商工観光課

愛南町企業立地促進条例

担　　　当　　　課 商工観光課

愛媛県南宇和郡愛南町中川2097番地、他 愛媛県南宇和郡愛南町増田5487番地、他

No.1 No.2


